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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

【コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方】

　当社は、規制緩和の進展により経営環境が大きく変化するなか、基盤産業を中核事業とする者として、「迅速かつ的確な意思決定の可能な経営
機構の整備」と「社会からの揺るぎない信頼の確立」を、コーポレート・ガバナンスの主たる目的としており、その達成のため、以下の基本方針に
沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。

【コーポレート・ガバナンスに関する基本方針】

１．株主の権利・平等性の確保

　当社は、株主の権利の実質的な確保や実質的な平等性の確保のため、適切な環境整備に努めるとともに、会社法、金融商品取引法及び関係
法令や東京証券取引所の定める有価証券上場規程等を遵守し、速やかな情報開示を行ってまいります。

２．株主以外のステークホルダーとの適切な協働

　当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、株主・投資家以外に顧客、取引先、競争会社、従業員等、その他様々なス
テークホルダーとの適切な協働が不可欠であることを認識し、「コンプライアンス基本方針」及び「同行動規範」を策定し実践するとともに、持続可
能な社会の実現に向けた環境保全活動、社会貢献活動を推進してまいります。

３．適切な情報開示と透明性の確保

　当社は、法令に基づく様々な開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報についても主体的に発信し、透明性の確保に努めてまい
ります。

４．取締役会等の責務

　当社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、中期経営計画
を定めるとともにその達成に向けた実行計画を作成し、それらの計画に従って各取締役が業務執行を行ってまいります。また、内部統制システム
やリスク管理体制を整備することで、適切なリスクテイクを行ってまいります。

　当社は監査役会設置会社であり、取締役会は毎月１回の定例開催に加え、必要に応じて随時開催し、経営上の重要事項の決定及び取締役の
職務執行の監督について、独立社外取締役２名を含む各取締役が適正に実施してまいります。また、監査役会においては、社外監査役２名を含
む各監査役が緊密に協力しながら、取締役会における意思決定及び取締役会の職務執行等について、厳正な監査を実施してまいります。

５．株主との対話

　当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、株主や投資家との対話の推進、株主や投資家に対する情報提供、及び株主や投
資家からの意見等のフィードバックに積極的に取り組んでまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１－２－４　議決権行使プラットフォーム利用、招集通知の英訳】

　当社は現在、議決権行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳を行っておりません。今後、海外投資家の比率等の株主構成の状況を勘案
し、検討してまいります。

【補充原則３－１－２　英語での情報開示・提供】

　当社は現在、英語での情報開示・提供等を基本的に行っておりません。今後、海外投資家の比率等の株主構成の状況を勘案し、検討してまいり
ます。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４　いわゆる政策保有株式】

　当社は、投資先企業との取引関係の維持・強化による中長期的な収益の拡大につながると総合的に判断した上場株式について、政策保有株式
として保有しております。その保有・買い増し・処分の要否については、取締役及び監査役による検証を適宜行い、必要に応じて取締役会に諮って
おります。

　政策保有株式に係る議決権の行使にあたっては、投資先企業の中長期的な企業価値の向上につながるか、また当社の企業価値を毀損させる
可能性がないか等を個別に精査し、判断しております。

【原則１－７　関連当事者間の取引】

　当社と当社役員個人との取引（間接取引を含む）及び競業取引については、当社の「取締役会規則」において事前に取締役会の承認を得なけ
ればならない旨を定めております。その取締役会の承認にあたっては、一般的な取引条件と同等であるか等、取引内容の妥当性や経済合理性等
について確認するとともに、その承認後も当該取引の状況等に関して定期的な取締役会への報告を求めております。

　また、当社と当社の主要株主との取引についても、取引内容の妥当性や経済合理性等について確認し、一般的取引条件と同様に決定しており
ます。



【原則３－１(i)　経営理念、経営方針、経営計画】

　当社の経営理念及び経営方針、並びに中期経営計画については、当社ホームページに掲載しておりますので、以下URLをご参照ください。

　　経営理念・経営方針：http://www.k-and-o-energy.co.jp/corporate/philosophy/

　　中期経営計画：http://www.k-and-o-energy.co.jp/ir/strategy/plan.html

【原則３－１(ii)　コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方】

　本報告書「１．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」の「１．基本的な考え方」に記載の
通りであります。

【原則３－１(iii)　取締役等の報酬を決定するにあたっての方針と手続】

　当社の取締役の報酬は、基本報酬とストックオプション、賞与から構成されており、報酬の額については、基本報酬は役位や担当を勘案し、ス
トックオプションは役位に応じ、賞与は業績の状況等を勘案の上、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、社外取締役と取締役社
長で構成する役員報酬諮問委員会に諮問した後、取締役会の決議により決定しております。監査役の報酬は基本報酬のみとしており、報酬の額
については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。

【原則３－１(iv)　取締役等の選任・指名を行うにあたっての方針と手続】

　【補充原則４－１１－１　取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】（後述）をご覧ください。

【原則３－１(v)　経営陣幹部の個々の選任・指名理由】

　経営陣幹部である新任候補者を含めた取締役候補者の選任理由につきましては、第４期定時株主総会招集ご通知　48頁～53頁に記載の通り
であります。

　　第４期定時株主総会招集ご通知：http://www.k-and-o-energy.co.jp/pdf/ir_20180302_2.pdf

【原則４－１－１　経営陣に対する委任の範囲】

　当社は、業務執行と監督を分離する方針のもと、取締役会に付議すべき事項は、取締役会が定める取締役会規則に規定しており、法令や定款
に定めるもののほか、グループの経営方針や経営計画に関するもの、グループの経営管理に関するもの、グループの内部統制に関するもの等、
会社経営上の重要な事項及びグループ経営戦略上重要な事項からなっております。それ以外の業務執行の決定については取締役社長をはじめ
とする各取締役に委任しており、その内容についても組織規程等の社内規程において明確に規定しております。

【原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　当社は独立社外役員に係る独立性判断基準を制定しております。その詳細については、本報告書「２．経営上の意思決定、執行及び監督に係
る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「１．機関構成・組織運営等に係る事項」「(4) 独立役員関係　その他独立役員に

関する事項」をご参照ください。

【補充原則４－１１－１　取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】

　当社は、取締役候補者につき、幅広い業務領域、特に事業の両輪としている天然ガス鉱業及び都市ガス業において、各事業分野の運営に強み
を発揮できる人材、及び経営管理に適した人材等のバランスに配慮し、社外取締役と取締役社長で構成する役員選任諮問委員会に諮問した後、
取締役会で決定し、選出しております。また、監査役候補者についても、監査役が取締役会に出席し必要に応じて意見を述べる義務があることか
ら、事業運営及び経営管理に関する能力、並びに財務・会計に関する相当程度の知見等に配慮し、役員選任諮問委員会に諮問した後、監査役会
の同意を得て取締役会で決定し、選出しております。

　社内役員については、当社グループが現在及び将来展開する各事業・技術に関する豊富な知見、高度な経営管理能力及び強いリーダーシップ
を求めており、社外役員については、多様なステークホルダーの視点を経営に活かすために、会社経営に必要な広範な知識、企業経営者として
の実績、特定専門分野における深い造詣、財務・会計に関する相当程度の知見、企業法務に関する高い見識等のバックグラウンドの多様性を求
めるものとしております。

　また、取締役会の規模について、取締役の員数を定款で15名以内としておりますが、取締役会における実質的な議論を確保するため、現時点
において取締役総数は10名程度が妥当と考えております。

【補充原則４－１１－２　役員が他の上場会社の役員を兼任する場合における兼任状況】

　当社の取締役及び監査役の他の上場会社の役員の兼任状況は、期末在籍者につきましては第４期定時株主総会招集ご通知　15頁に、候補者
につきましては同48頁～56頁に記載の通りであります。

　　第４期定時株主総会招集ご通知：http://www.k-and-o-energy.co.jp/pdf/ir_20180302_2.pdf

【補充原則４－１１－３　取締役会全体の実効性の分析・評価】

　当社は、取締役会の実効性について定期的に分析・評価を行い、必要に応じて改善に取り組んでおります。

　2017年度については、前回の分析・評価結果を基に、取締役会における議論の更なる充実、取締役会資料関連の改善等に取り組んだ結果、前
期に比べ取締役会の実効性が向上したと評価しております。

【補充原則４－１４－２　取締役・監査役のトレーニングの方針】

　当社では、取締役及び監査役は外部の研修等を活用し、役員として必要な情報・知見を習得することとしており、当社はその費用を負担すること
でこれを支援しております。

　特に、新任の取締役（社内出身取締役）については、原則として各種の研修への参加を要請しており、役員としての活動に必要な企業統治・財
務会計・法務等の各種情報の習得に対応しております。選任後の情報更新については、社内の所管部署である総務部が必要に応じて各役員へ
の社内外の講習の参加案内を行っております。また、顧問弁護士等外部講師によるコンプライアンスに関する研修会を年１回以上実施しておりま
す。

　監査役については、日本監査役協会に所属し、同協会の開催する諸研修に参加しております。

　社外役員（社外取締役及び社外監査役）については、それぞれの機能を十分に果たすことを可能とするため、当社グループの事業・財務・組織
等に関する必要な知識を習得できるよう、各社外役員に応じた研修機会を継続的に提供することとしております。

【原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針】

　当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、総務管掌取締役の統括のもと、所管部署である総務部が内容に応じて経理部や
経営企画部等と連携しながら、株主及び投資家との対話の推進並びに情報提供に取り組んでおります。

　具体的な取り組みとして、年２回のアナリスト向け説明会の開催や株主向け報告書等の発行、及びこれらの資料の自社ホームページへの掲載
のほか、個人投資家向け説明会の開催や株主及び投資家との個別面談への対応等を行っております。これらの取り組みを通じて把握された株主



及び投資家からの意見・要望等については、総務管掌取締役がその内容や重要性を検討し、必要に応じて取締役社長をはじめとする他の取締役
や取締役会への報告を行っております。

　また、こうした対話や情報提供に際しては、未公開の重要情報（インサイダー情報）が外部へ漏えいすることを防止するため、当社にて定める「イ
ンサイダー情報管理規則」に基づき、徹底した情報管理を行っております。　

　

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社合同資源 4,843,390 15.96

エア・ウォーター株式会社 4,575,000 15.08

京葉瓦斯株式会社 3,690,381 12.16

THE SFP VALUE REALIZATION MASTER FUND LIMITED 1,039,700 3.42

三井住友信託銀行株式会社 723,700 2.38

株式会社千葉銀行 709,479 2.33

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 634,100 2.09

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 624,100 2.05

石油資源開発株式会社 610,000 2.01

BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) 554,500 1.82

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

１．上記【大株主の状況】は、平成29年12月31日現在の株主名簿の記載に基づくものであります。

２．平成29年９月25日付で、公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ（シンガポール）ピー
ティーイー・リミテッドが平成29年９月15日現在で1,544千株（株券等保有割合5.09％）を保有している旨が記載されておりますが、当社として平成29
年12月31日における実質保有株式数の確認ができていないため、上記大株主には含めておりません。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 12 月

業種 鉱業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 10 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

棚橋　祐治 他の会社の出身者

大槻　幸一郎 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

棚橋　祐治 ○ ―――

行政分野及び企業経営等における豊富な経験
で培われた高い見識を活かして社外取締役と
しての職務を適切に遂行できると判断し、選任
しております。なお、同氏は当社の株主である
石油資源開発株式会社の相談役であり、また
セイノーホールディングス株式会社の社外取締
役であるものの、東京証券取引所が定める独
立性に関する判断基準に該当するものはなく、
また当社が定める独立性基準に適合している
ことから、一般株主と利益相反が生じるおそれ
がないものとして、独立役員として指定しており
ます。



大槻　幸一郎 ○ ―――

行政分野及び企業経営等における豊富な経験
で培われた高い見識を活かして社外取締役と
しての職務を適切に遂行できると判断し、選任
しております。なお、同氏はアジア航測株式会
社の代表取締役社長でありましたが、東京証
券取引所が定める独立性に関する判断基準に
該当するものはなく、また当社が定める独立性
基準に適合していることから、一般株主と利益
相反が生じるおそれがないものとして、独立役
員として指定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する

任意の委員会の有無
あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

役員選任諮問委員
会

3 0 1 2 0 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

役員報酬諮問委員
会

3 0 1 2 0 0
社内取
締役

補足説明

役員選任諮問委員会及び役員報酬諮問委員会は、ともに社外取締役２名及び取締役社長をメンバーとしております。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社におきましては、監査役が会計監査人(有限責任 あずさ監査法人)と情報交換、意見交換を随時行いながら、監査方針及び監査計画に基づ

き、取締役の職務執行等の監査を厳正に実施するほか、取締役社長の直轄組織として監査室(人員４名)を設置し、監査役及び会計監査人と連
携、相談を行いながら、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制及び従業員の職務執行等の内部監査を行っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

田中　尚文 他の会社の出身者

小鍛冶　広道 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与



c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

田中　尚文 　 ―――

当社の主要株主かつ主要な子会社の重要な
取引先である株式会社合同資源の取締役相談
役であるため、独立役員の要件は満たさないも
のの、同社において重要な役職を歴任してお
り、実務経験で培われた高い見識を有している
ことから、社外監査役としての職務を適切に遂
行できると判断したため、選任しております。

小鍛冶　広道 ○ ―――

長年にわたる弁護士活動を通じて培われた企
業法務と経営実務に関する高い見識を活かし
て社外監査役としての職務を適切に遂行でき
ると判断し、選任しております。なお、同氏は当
社の顧問弁護士が所属する法律事務所の
パートナー弁護士であるものの、顧問弁護士と
当社の顧問契約は顧問弁護士個人との契約で
あり法律事務所を介在させていないこと、顧問
弁護士報酬についても同氏の関与はなく報酬
額も少額であることより、東京証券取引所が定
める独立性に関する判断基準に該当するもの
はなく、また当社が定める独立性基準に適合し
ていることから、一般株主と利益相反が生じる
おそれがないものとして、独立役員として指定
しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

なお、当社は社外役員の独立性の基準を以下の通り定めております。

＜当社社外役員（取締役・監査役）の独立性基準＞

当社の独立性を有する社外役員及び独立性を有する社外役員候補者は、当社が定める以下の独立性基準を満たす者とする。

１．当社グループ関係者（対象期間は現在及び過去10年間）

当社及び当社の現在の子会社（財務諸表等規則第８条第３項に規定する子会社をいう）（以下、あわせて「当社グループ」という）の取締役（社外
取締役は除く）、監査役（社外監査役は除く）、会計参与、執行役、執行役員又は使用人（以下、あわせて「取締役等」という）でないこと。

２．議決権保有関係者（対象期間は現在及び過去５年間）

(1)当社の現在の主要株主（議決権所有割合10％以上の株主をいう。以下同じ）、又は当該主要株主が法人である場合には当該主要株主又はそ
の親会社もしくは重要な子会社（当該会社の最近事業年度に係る事業報告の「重要な親会社及び子会社の状況」（会社法施行規則第120条第１
項第７号）等の項目又はその他の当該会社が一般に公表する資料において、重要な子会社として記載されている子会社をいうものとする。以下同
じ）の取締役等でないこと。

(2)当社グループが現在主要株主である会社の取締役等でないこと。

３．取引先関係者（対象期間は現在及び過去３年間）

(1)当社グループとの間で、双方いずれかの直近事業年度における年間連結売上高の２％以上に相当する金額の取引がある者、又はその者が法
人である場合にはその者又はその親会社もしくは重要な子会社の取締役等でないこと。

(2)当社グループの主要な借入先（当社連結総資産の２％以上に相当する金額の借入先）である金融機関又はその親会社もしくは重要な子会社
の取締役等でないこと。

４．専門的サービス提供者（弁護士、公認会計士、コンサルタント等）

(1)当社グループの現在の会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー又は従業員でないこと。



(2)弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に当社グループから過去３年間の平均で年間1,000万円以上
の金銭その他の財産上の利益を受領している者でないこと。

(3)法律事務所、監査法人、税理士又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、当社グループを主要な取引
先とするファーム（過去3事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の２％以上の支払いを当社グループから受けたファーム）の社員、パー
トナー、アソシエイト又は従業員でないこと。

５．その他

(1)上記１～４で就任を制限している対象者（重要でない者を除く）の配偶者又は２親等以内の親族もしくは同居の親族でないこと。

(2)当社グループから取締役（常勤、非常勤を問わない）を受け入れている会社又はその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行
役又は執行役員でないこと。

＜社外役員の属性情報の記載に関する軽微基準＞

当社は、社外役員の属性情報に関し、当社が定める以下の基準を満たす場合には、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがないと判
断し、その記載を省略する。

１．当社及び当社の現在の子会社（財務諸表規則第８条第３項に規定する子会社をいう）（以下、あわせて「当社グループ」という）との間の直近事
業年度の取引額が、双方いずれかの年間連結売上高の１％以上に相当する額の取引先又はその業務執行者でないこと。

２．弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、当社グループから過去３年間の平均で年間500万円以上の金銭その他の財
産上の利益を受領している者でないこと。

３．当社グループからの直近事業年度の寄付金額が500万円以上の寄付先又はその業務執行者でないこと。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動型報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

当社は、社内取締役に業績の向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高める誘因を与えることを目的に、業績連動賞与及び株式報酬

型ストックオプションを導入しております。

なお、株式報酬型ストックオプションについては、取締役に対する報酬等として年額30,000千円以内で、新株予約権を発行することにしておりま
す。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員

該当項目に関する補足説明

当社は、株式報酬型ストックオプションの導入目的に鑑み、ストックオプションの付与対象者を社内取締役及び執行役員としております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

当社の平成29年12月期に係る取締役の報酬等の額は104百万円（うち社外取締役８百万円）、監査役の報酬等の額は42百万円（うち社外監査役
４百万円）であります。

（注）１．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

（注）２．取締役の報酬等の額には、当事業年度に係る役員賞与の支給予定額５百万円およびストックオプションとして付与した新株予約権の費用
計上額14百万円が含まれております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役の報酬は、基本報酬とストックオプション、賞与から構成されております。報酬の額については、基本報酬は役位や担当を勘案し、ストック
オプションは役位に応じ、賞与は業績の状況等を勘案の上、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、社外取締役と取締役社長で
構成する役員報酬諮問委員会に諮問した後、取締役会の決議により決定しております。

監査役の報酬は、基本報酬のみとしております。報酬の額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議によ
り決定しております。



【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

当社は、取締役及び監査役の職務を補助する組織を総務部としております。なお、社外取締役及び社外監査役には、必要かつ十分な社内情報を
提供しております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

――― ――― ――― ――― ――― ―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 0 名

その他の事項

当社では、経営上の諮問を行うため、取締役会長又は取締役社長であった者に対し相談役又は顧問を委嘱することのできる制度を定めておりま
す。相談役及び顧問の委嘱や報酬については、社外取締役と取締役社長で構成する役員選任諮問委員会及び役員報酬諮問委員会に諮問した
後、取締役会の決議により決定するものとしております。

現在、当社には相談役又は顧問を委嘱している者はおりません。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は、取締役会が定める「業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針」のもと、事業運営の適法性と効率性を確保しておりま
す。

取締役は、取締役会において、会社の業務執行にかかる重要事項を適時に諮り、職務執行状況を定期的に又は必要に応じて報告するとともに、

適正な経営判断が行えるよう、グループ経営執行会議等を通じて、社内及びグループ内の情報収集と意思疎通を徹底しております。

また、法令及び社内規則に基づいた迅速かつ的確な意思決定に努めながら、中期経営計画や年度予算の確実な遂行に向けて、部門目標を適

切に管理し、これらの経営目標の進捗状況について、取締役会等にて随時確認、検証しております。

さらに、事業全般におけるリスクを把握、評価、分析し、中期経営計画や部門目標等に反映して適切に管理しているほか、ライフライン事業に携わ
る者として大規模地震等の保安上のリスクに備え、保安体制を整備しております。

このほか、事業全般にわたる適法性を担保するため、顧問契約を結んでいる法律事務所及び会計事務所等に専門的な助言を仰ぐとともに、当社
社長及び子会社社長等で構成するコンプライアンス委員会を設置し、遵法精神と企業倫理に基づいた企業活動を推進しております。

役員の指名、報酬決定等の機能については、社外取締役及び取締役社長で構成する「役員選任諮問委員会」及び「役員報酬諮問委員会」を設置
し、取締役候補者や監査役候補者の選定、取締役の報酬などについてこれらの委員会に諮問した後に取締役会で決定することとしております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、経営環境が大きく変化するなか、基盤産業を中核事業とする者として、「迅速かつ的確な意思決定の可能な経営機構の整備」と「社会か

らの揺るぎない信頼の確立」をコーポレート・ガバナンスの主たる目的とし、その実現のため、以下の企業統治体制を採用しております。

当社は、監査役制度採用会社であり、取締役会は、毎月１回の定例開催に加え、必要に応じて随時開催し、会社の業務執行にかかる意思決定

及び取締役の職務執行の監督について、取締役10名（うち社外取締役２名）が適正に実施しております。

また、監査役会においては、監査役４名（うち社外監査役２名）が緊密に協力しながら、取締役会における意思決定及び取締役の職務執行等につ
いて、厳正な監査を実施しております。

さらに、役員の指名、報酬の決定等について社外取締役及び取締役社長で構成する「役員選任諮問委員会」及び「役員報酬諮問委員会」に事前
に諮問することで、客観性・透明性を確保しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
当社は、平成29年12月期の定時株主総会において、法定期限（総会開催日の２週間前）
の６日前に株主総会招集通知を発送しております。

集中日を回避した株主総会の設定 当社は事業年度の末日を12月末とし、定時株主総会を３月に開催しております。

その他
当社は、平成29年12月期の定時株主総会において、株主総会招集通知の発送に先駆
け、発送日の3日前に株主総会招集通知を自社ホームページ（http://www.k-and-o-
energy.co.jp/）に掲載することで、早期開示に努めました。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
当社は、ディスクロージャーポリシーを作成し、自社ホームページ
（http://www.k-and-o-energy.co.jp/）に掲載しております。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

当社は、アナリスト向けの決算説明会を毎年２回開催しております。 あり

IR資料のホームページ掲載
当社は、決算短信、株主総会招集通知、有価証券報告書、株主向け報告書、

アナリスト向け説明会資料等を、自社ホームページ（http://www.k-and-o-
energy.co.jp/）に掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 当社においては、IR業務を担当する組織を総務部としております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社は、「コンプライアンス基本方針」及び「同行動規範」において、株主、従業員、顧客、
取引先等のステークホルダーの立場の尊重を規定しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
当社は、子会社において認証取得したISO14001規格に基づく環境保全活動を推進するほ
か、良き企業市民として社会貢献活動に努め、それらの活動内容をまとめた「コーポレート
レポート」を毎年１回発行しております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、「天然ガスの生産と販売を中核に、快適で豊かな生活の実現と社会の発展に貢献する」との経営理念のもと、事業全般にわたる信頼性を
確保し、適正な会社業務を遂行するため、次のとおり体制を整備し、適宜検証または改善に努めます。

１．当社の取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

(１) 取締役会は、当社社長および子会社社長等で構成されるコンプライアンス委員会を設置し、全ての役員および使用人が守るべき基本的誓約

として制定した「コンプライアンス基本方針」および「同行動規範」の徹底を図り、遵法精神と企業倫理に基づいた企業活動を推進します。

(２) 取締役会は、法令および「取締役会規則」に基づき、原則として毎月１回の開催に加え、必要に応じて随時開催し、会社の業務執行の決定お

よび取締役の職務執行の監督に関して、適正な実施に努めます。

(３) 取締役は、取締役会において、会社の業務執行にかかる重要事項を適時に諮るとともに、職務執行状況を定期的にまたは必要に応じて報告

します。

(４) 取締役は、適正な経営判断が行えるよう、常に情報収集と意思疎通に努めます。

２．当社の取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制

取締役の職務執行にかかる取締役会議事録や決裁書等の情報については、法令および「文書規則」等に基づき、適切な保存および管理を実施し
ます。

３．当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(１) 取締役は、当社事業を取り巻くリスクを全般的に把握、評価したうえ、中期経営計画、部門目標等に取り入れ、それらに適時適切に対応致しま

す。

(２) 大規模地震等の災害につきましては、子会社を中心に災害対策マニュアルの策定、災害時連絡系統の整備、緊急用資材調達手段の整備、

それらに則った防災訓練を行うこと等により、災害発生時に適切な対応を致します。

(３) その他の事業遂行上のリスクにつきましては、各担当部門において専門的な検討を加えたうえ、適切に管理しており、管掌の取締役がそれを

監督し、必要に応じて取締役会で検証を行います。

(４) リスク管理体制が有効に機能しているか否かは、監査室によっても検証され、取締役社長に適宜報告のうえ、必要があれば改善を行います。

４．当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(１) 取締役は、中期経営計画や年度予算の確実な遂行に向けて、部門目標を適切に管理し、これらの経営目標の進捗状況については、取締役

会等にて随時確認、検証します。

(２) 取締役は、「取締役会規則」および「組織規程」により、取締役会付議事項または社内決裁事項を判断し、迅速かつ的確な意思決定を行いま

す。

５．当社の使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

(１) 当社は、使用人の職務執行における法令遵守の定着を図るため、「コンプライアンス基本方針」および「同行動規範」の徹底をはじめとした、コ

ンプライアンス委員会による啓蒙、教育活動を推進します。

(２) 当社は、使用人が法令、定款または倫理に反する虞のある事項を発見した場合には、職場に配置したコンプライアンス推進担当者等を通じ

て、コンプライアンス委員会が速やかに報告を受ける体制を確立します。

(３) 当社は、潜在的な問題の早期把握に努め、コンプライアンス委員会による是正措置の決定や顧問弁護士との連携等により、適切に解決しま

す。

(４) 当社は、内部監査組織として監査室を設置し、使用人の職務執行が適正に行われることを確認し、職務執行状況に問題があった場合は、速

やかに是正措置を行います。

６．当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(１) 当社グループは、各社取締役会やグループの役員連絡会議を通じて、グループ各社の情報把握と意思疎通を行うとともに、子会社情報が親

会社の取締役会に迅速かつ的確に報告される体制を確立します。

(２) 子会社の取締役は、職務権限に関する規定により、親会社に承認を求める事項、親会社からの指示に基づき意思決定する事項または各子

会社にて決裁する事項を判断し、迅速かつ的確な意思決定を行います。また、各子会社で決裁された重要事項については、職務権限に関する規
定および「関係会社管理規程」に基づき、定期的に親会社に報告されます。

(３) 子会社の取締役は、各社事業を取り巻くリスクを全般的に把握、評価したうえ、グループとしての統一方針のもと、中期経営計画、部門目標等

に取り入れ、それらに適時適切に対応するとともに、そのリスク管理体制が有効に機能しているか否かは、グループ全体の内部監査部門である監
査室によっても検証され、グループ会社の取締役社長に適宜報告のうえ、必要があれば改善を行います。

(４) 当社グループは、「関係会社管理規程」に基づき、グループ各社の進むべき方向性や位置付けを明確にするとともに、「コンプライアンス基本

方針」および「同行動規範」を全ての子会社に適用し、子会社における業務の適正を確保するための積極的な支援、指導を行います。

７．当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性
に関する事項および監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社は、監査役の職務を補助する組織を総務部とし、監査役の必要に応じて専任の補助者を置く場合は、その能力、資格、権限、指揮命令およ
び処遇等について、取締役と監査役が協議するものとします。

８．当社の取締役および使用人並びに子会社の取締役、監査役および使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社監査役に報告をするた
めの体制、および当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、グループ各社の監査役が相互に連携し、グループ全体を網羅した監査を行う体制を整備します。当社グループでは、グループ各社の取
締役および使用人が、法定事項に加えて、会社に重大な影響を及ぼすと思われる事項や、コンプライアンス委員会における付議事項を速やかに
監査役に報告し、監査役の要請に基づき、必要な情報提供を行うとともに、職場にコンプライアンス推進担当者を配置し、匿名郵便制度や外部通
報制度を整備することで、グループ各社の取締役および従業員からの報告が匿名性を維持した状態で速やかにコンプライアンス委員会および監
査役に報告される体制を確立します。

９．当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係
る方針に関する事項

当社は、当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の取り扱いについての所管部署を総務部としており、職務の執行上必要と認める費用



について適宜予算計上すると共に、緊急又は臨時に支出した費用については事後に速やかに償還します。

１０．その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(１) 取締役は、監査役が取締役会その他の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べることができる体制を維持します。

(２) 取締役は、監査役が会計監査人および監査室と連携、相談できる体制を維持します。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、反社会的勢力排除に向けて、次のとおり体制を整備し、適宜検証又は改善に努めます。

１．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は、あらゆる法令やルールを遵守して、社会的規範にもとることのない誠実かつ公正な事業活動を行い、市民社会の秩序や安全を脅かす

反社会的勢力との関係を遮断します。

２．反社会的勢力排除に向けた整備状況

当社は、「コンプライアンス基本方針」及び「同行動規範」において、反社会的勢力との関係遮断を強く謳っており、それらの社内周知を徹底してお
ります。

また、反社会的勢力による被害を防止する体制として、会社組織全体で対応することを前提に、その統括組織を総務部としております。

さらに、反社会的勢力排除に向けた活動として、平素から特殊暴力対策を目的とした団体等を通じた情報収集を行うほか、必要に応じて警察や

顧問弁護士に連携して対処します。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

当社は、買収防衛策を導入しておりません。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、次のとおりです。

重要な会社情報の総括所管は、社内規則（インサイダー情報管理規則）にしたがって総務部が担当し、情報取扱責任者は総務部長が務めており
ます。金融商品取引法や有価証券上場規程等に照らし、開示が必要と判断された会社情報は、取締役会、代表取締役社長又は総務管掌取締役
の承認を経て、適時適切に開示しております。

１．決定事実（子会社を含む）、決算等に関する情報

　取締役会による開示内容の承認を得て、総務部（及び経理部…決算等に関する情報の場合）にて開示手続を行います。

２．発生事実に関する情報

　代表取締役社長による開示内容の承認を得て、総務部にて開示手続を行います。また、取締役会には開示内容が速やかに報告されます。

３．子会社の発生事実、子会社の決算等に関する情報

　総務管掌取締役による開示内容の承認を得て、総務部にて開示手続を行います。また、取締役会及び代表取締役社長には開示内容が速やか

に報告されます。




